
 

 「大宮地区学校適正配置地元代表協議会（仮称）」の設立について (案) 
 

１ 協議会設立の趣旨等 

（１）設置の目的 

大宮地区の学校適正配置について、地元の合意形成を図る。 

（２）協議会の位置づけ 

地元の任意団体（協議の場） 

（３）協議すべき主な内容 

① 学校適正配置の必要性について 

② 大宮地区の適正配置について 

・統合校の設置場所  ・統合時期  ・大宮中学校との学校適正配置など 

    ③統合準備会について 

（４）要望書の作成 

合意形成した内容を「学校適正配置の要望書」として取りまとめ、教育委員会に提出

する。 

 

２ 協議会の委員 

（１）委員選定の考え方 

大宮地区の子どもたちのより良い教育環境づくりを目指し、地域や保護者等の意見

を幅広く吸い上げるために、本地区の小中学校に関わる様々な団体の代表者とする。 

（２）所属（代表） 

①大宮地区地域運営委員会 ②大宮地区自治会連絡協議会  

③大宮中学校区青少年育成委員会 ④地域教育協議会 ⑤自治会関係（３名）  

⑥ 小・中学校のＰＴＡ・保護者会（各学校各１名） 

（３）事務局 千葉市教育委員会（教育総務部企画課） 

（４）委員の推薦と就任の依頼 

地域運営委員会会長、自治会連絡協議会会長、青少年育成委員会会長の推薦により

就任を依頼 

（５）委員名簿  別紙（資料２）のとおり 

 

３ スケジュール（想定）  

２０１８年度（Ｈ３０）～２０１９年度にかけて、４回程度開催する。 

※必要に応じて、下記以外にも適宜開催する。 

  

 

 

 

資料１ 

【２０１８年度（Ｈ３０）】 

１月１９日（土） 第１回地元代表協議会  

２月１６日（土） 第２回地元代表協議会 

３月１６日（土） 第３回地元代表協議会 

【２０１９年度】 

６月頃   第４回地元代表協議会（新委員） 

７月までに 「学校適正配置の要望書」を教育長へ提出 

８月    教育委員会会議にて統合の決定 


